
報道機関 各位 期日  令和６年６月２７日（木） 

時間  午前１１時００分から  

会場  南魚沼市役所本庁舎２階応接室  

件 名 

令和６年６月の定例記者会見について  

内 容 

１．南魚沼市市制施行 20 周年記念事業の実施について  

・・・企画政策課 Ｐ１

２．市制施行 20 周年記念事業「健康でいきいき暮らせるまちづくりフ  

ェア」開催について           ・・・介護保険課  Ｐ６ 

３．南魚沼市乳児等通園支援事業の実施について
・・・子育て支援課 Ｐ９

４．プロスキーヤー小野塚彩那さんによる特別授業について  
・・・学校教育課 Ｐ12

５．企画展「メイド イン  南魚沼 企業を知る」の開催について  
・・・商工観光課  Ｐ21

６．ふるさと小包「にいがたの錦鯉」の取組について
・・・農林課  Ｐ23

《７月定例記者会見：令和６年７月26日（金）午前 11時～予定》  

≪お問合せ先≫  
南魚沼市  総務部  秘書広報課 

担 当：秘書広報班 樋口 忠 
電  話 ０２５－７７３－６６５８  
ＦＡＸ ０２５－７７２－３０５５  
メール hisyo@city.minamiuonuma.lg.jp

報道資料  















































報道機関 各位                          令和６年６月２７日 

南魚沼市産業振興部  

  農林課  

件 名 

ふるさと小包「にいがたの錦鯉」の取組について  

内 容 

南魚沼市と市内郵便局との包括的連携協定に基づき、ふるさと小包

を活用した「にいがたの錦鯉」の取組を実施します。  

平成 30 年５月に締結した協定書の連携事項の一つである「南魚沼市

の魅力発信に関すること」の具体的内容として、ふるさと小包等を活用

した特産品の販路拡大が盛り込まれています。  

今回、世界的にも人気が高まっている「錦鯉」を郵便局にご協力いた

だき、南魚沼から日本全国の皆様に広く発信する取組として、下記のと

おりふるさと小包「にいがたの錦鯉」という商品として、取扱いを開始

していただく運びとなりました。  

また、チラシ裏面に南魚沼市の魅力を伝えるパンフレットを掲載し、

南魚沼の魅力を発信しています。  

 

記  

 

１．商 品 名：ふるさと小包「にいがたの錦鯉」  

 

２．申込期間：令和６年７月１日～令和７年３月 31 日まで  

 

３．申込方法：郵便局窓口または「郵便局のネットショップ」を  

ご利用ください。  

 

添付資料  

・ふるさと小包「にいがたの錦鯉」のリーフレット  

 

報道資料  

≪お問合せ先≫  
 南魚沼市  産業振興部  農林課  
 電  話 ０２５－７７３－６６６３  
 ＦＡＸ ０２５－７７３－６７１０  
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